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様式第５号別紙１ 

 
事 業 実 施 報 告 書 

 
事業名 自立援助ホームおよびファミリーホームを退所する児童の退所後の自立を円滑にする

ためのリービングケア事業および退所した方々へのアフターケア事業               

１ 事業の目的 

① 現状、問題点など事業を実施する背景 

保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社

会的に養育する児童福祉施設である自立援助ホームおよびファミリーホームには、入

所し続けられる年齢に制限があります（条件により 18-22 歳まで）。年齢超過により退

所せざるを得ない児童は、自立の準備が不充分なまま退所をすることとなったり、退

所後に保護者等の身寄りがなく支援者がいなくなってしまったことで生活が破綻して

しまうリスク（経済的困窮、社会的貧困、ホームレス化、行方不明など）を抱えてい

ます（谷口 由希子 名古屋市立大学『人間文化研究 第 25 号』2016 年 1 月）。ま

た、要保護児童には障害を有する児童の割合も高いため、障害福祉からのアプローチ

を必要としている児童が多数いますが、児童福祉施設には障害福祉のノウハウが乏し

く、退所時に初めて障害福祉サービスにつながるケースも珍しくありません。施設側

も、退所時支援のための独立した補助やノウハウが不足しているため現在入所してい

る児童への支援で手一杯であり、退所時の支援は施設側がボランティアで不定期に行

なっているのが現状です。そのため、退所後に円滑に自立できるための支援（リービ

ングケア）と退所後の継続した支援（アフターケア）の充実を図る仕組みづくりが急

務とされています。 

我々は、埼玉県内に自立援助ホーム 3カ所、ファミリーホーム 1カ所、障害福祉施設

である障害者グループホーム、障害者ヘルパー事業所、障害児通所支援事業所をそれ

ぞれ 1カ所開設しており、これら施設を運営して積み重ねてきた退所時支援のノウハ

ウを活かして、上記の社会的課題にアプローチしていきます。具体的には、助成によ

り、１年目は退所時支援のための自立準備ルームおよび退所時支援に特化した事務所

の整備、退所時支援担当職員の配置（自立援助ホーム職員との兼務）と退所を予定す

る児童のためのプログラム整備、退所した児童の定期的な支援を実施。2年目、3年目

は外部団体への告知、ノウハウ共有（勉強会、スーパーバイズ）を実施します。助成

期間終了後は、独立・継続した支援を引き続き実施できるようにそれぞれ相談支援業

務に特化した児童福祉施設である児童家庭支援センター、障害福祉施設である自立生

活援助事業などの指定を受けようと計画しております。 
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２ 事業内容 
（１）事業の概要 

・自立支援ルームの設置 
 退所後の生活（アパートなどでの一人暮らし）を想定して、自活する練習を行う

ことが出来る部屋を用意します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

・退所時支援に特化した事務所の整備、外部団体への告知 

 
 
（２）事業の流れ 
１年目 退所時支援のための自立支援ルームおよび退所時支援に特化した事務所の整備 

    退所時支援担当職員の配置（自立援助ホーム職員との兼務） 

    退所を予定する児童のためのプログラム整備、実施（通年、随時） 

    退所した児童の定期的な支援（通年、随時） 

２年目  

    外部団体とのノウハウ共有（勉強会、スーパーバイズ） 

３年目  

 
（３）連携・協力機関 
 ・さいたま市児童相談所、埼玉県児童相談所 

 ・さいたま市役所保険福祉局 

 ・さいたま市議会議員 

 
３ 成果及び今後の展開 

・コロナ感染対応が続く中、不特定多数の方を対象にしたイベントは実施できなかったが、自

立支援ルームおよび退所時支援に特化した事務所の整備の実施、外部団体への告知は予定通

り実施出来ました。また、退所予定児童、退所児童も数名出ており、これらの児童への支援も

行うことが出来ました。 

・民法改正（成人年齢 18 歳に引き下げ）、児童福祉法改正（要保護児童に対する新しい支援制

度）、埼玉県ケアラー支援条例制定など、児童を支援するための制度が新たに整備されてきて

います。我々支援者としても、これらの制度を理解し、児童のニーズにつなげていくアウトリ

ーチを進めていく必要があります。具体的には、実績を積み重ね、児童家庭支援センターの受

託などにより、安定した経営を行えるようになることで、より継続した支援を実施していきた

いと考えています。 

 


